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第１条  （目　的）
この規則は、桂ケ丘自治会（以下「自治会」という）及び桂ケ丘住民の諸活動を助長する　　　　	ために設置された桂ケ丘2丁目集会所（以下「集会所」という）の適正な管理と運営を図	ることを目的とする。

第２条　（使用できる者）
集会所を使用できる者は、自治会をはじめ、桜ケ丘ハイツの住民で構成する組織（会）及　　　	び桜ケ丘ハイツに居住する住民とする。ただし、上記以外の者から使用の申込があったと	きは自治会長は使用の目的、内容等を審査のうえ許可することができる。

第３条　（使用目的）
1． 集会所の使用は、次の目的による場合を原則とする。ただし、特定の政治的及び宗教的活動を目的とする使用はできないものとする。
(1) 官公庁等が必要とする場合。
(2) 自治会等の役員会開催、その他自治会等が主催する行事。
(3) 自治会員の会合、その他会員が主催する諸行事。
自治会員が使用し、もしくは参加する物品展示会、各種けいこ事、
講習会等の催事。
(4) 自治会員の冠婚葬祭の行事。
(5) その他使用の目的を考慮し、自治会役員が必要と認めた場合。
2． 第3条の各項目優先順位については申し込み順とする。ただし、例外として町内仏事を優先するが、緊急時においては自治会長が判断するものとする。

第４条　（管理運営の方法）
集会所の管理運営は、自治会長、副会長、会計及び各部長（以下「自治会役員」という）が協議して行うものとする。ただし、緊急時においては自治会長が判断するものとし、後日、自治会役員に報告するものとする。

第５条　（会　計）
　　　　　集会所の運営に関わる費用は、自治会会計支出金，使用料，利息を持ってこれに充て
る。集会所の使用料は，桂ケ丘集会所使用細則に定める。

第６条　（監　査）
1． 監査役１名を置く。
2． 自治会会計監査役がこの任を兼ねるものとする。
3． 監査役は会計監査を行い、総会時、監査報告を行う。

第７条　（申込みの手続）
	  集会所の申込みは、桂ケ丘集会所使用細則の定めるところに基づいて申込むものとす
る。



第８条　（使用許可の変更等）
１．　自治会長は、必要があると認めるときは、あらかじめ、または使用中において使用者に　　	対して使用条件を附することができる。
２．　自治会長は、必要があると認めるときは使用の許可を取り消すことができる。
３．　自治会長は、使用者の責に帰すべき損害が発生したと認めるときは、使用責任者に必要	な弁償を要求することができる。

第９条　（使用者の責任）
１．　使用者及び使用責任者は、集会所の使用について次のことを厳守するとともに、集会所	の建物、什器その他損害を与えたときには必要な弁償をしなければならない。
２．　火気には充分注意を払うこと。
３．　集会所屋内および出入口付近での喫煙は禁止とする。（加熱式たばこも含む）
４．　使用後の清掃と整理整頓に努めること。
５．　騒音、けんかにわたる行為、その他風紀上好ましくない行動をしないこと。
６．　建物、壁等に釘打ち、貼紙をしないこと。
７．　私物を集会所内外に置かないこと。
８．　使用時間を守ること。
９．　ごみは必ず持ち帰ること。
１０．　消灯、ガス栓の元締め、施錠について確認すること。

第１０条　（使用時間）
集会所の使用時間は、午前9時～午後9時までとする。ただし、自治会長が必要と認め　　	　たときは時間を繰り上げ、または延長することができる。

第１１条　（雑　則）
この規則の運営上、疑義が生じたとき及びこの規則の改廃は自治会役員会で審議のうえ　　　　	　決定する。

付　則
　　　　　　　　　　　本規則は、平成２３年４月１日から施行する
　　　　　令和　２年３月２２日一部改定
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